
平成２８年度文化庁概算要求の概要

◇世界に誇るべき「文化芸術立国」の実現◇
～ 文 化 力 で 地 域 と 日 本 が 輝 く ～

１．総 表

前 年 度 平 成 2 8 年 度 対 前 年 度
区 分 備 考

予 算 額 要 求 ・ 要 望 額 増 △ 減 額 増△減率

百万円 百万円 百万円 ％

うち、

「優先課題推進枠」

21,792百万円
一 般 会 計 １０３,７９３ １１９,１８３ １５，３９０ １４．８

※他に、東日本大震災復興特別会計において、被災文化財の復旧等に1,462百万円を計上（前年度2,852百万円）

※計数は単位未満を四捨五入しているため、合致しない場合がある

文 化 庁



　　　

２．主 要 事 項

19,930 23,754 3,823 [重複分は除く]

1 12,717 17,743 5,027 リーディングプロジェクトの推進 1,308（ 新 規 ）

[他事項と一部重複] 国が地方自治体・民間とタイアップし 14,859（ 12,564）

た取組の推進

文化プログラム推進のための基盤整備 2,478（ 493）

2 5,773 6,857 1,084 舞台芸術創造力向上･発信プラン 4,564 ( 3,685）

効果的な支援

日本映画の創造・交流・発信 751（ 687）

メディア芸術の創造・発信 898（ 757）

芸術祭・芸術選奨 318（ 318）

国民文化祭 243（ 243）

全国高等学校総合文化祭 83（ 83）

3 5,621 6,647 1,026 文化芸術による地域活性化・国際発信 3,296（ 2,621）

推進事業

劇場・音楽堂等活性化事業 3,350 ( 3,000）

4 8,536 8,942 405 新進芸術家等の人材育成 1,831（ 1,831）

文化芸術による「創造力・想像力」 6,718（ 6,312）

豊かな子供の育成

若手映画作家等の育成 161（ 161）

メディア芸術の人材育成 232（ 232）

44,478 49,558 5,080

1 8,367 11,558 3,191 日本遺産魅力発信推進事業 1,699（ 807）

の強化

文化遺産を活かした地域活性化事業 2,969（ 2,147）

地域の核となる美術館・歴史博物館 1,338（ 1,313）

支援事業

文化財建造物等を活用した地域活性 769（ 1,100）

化事業

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 4,059（ 2,475）

地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 724（ 524）
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前 年 度
予 算 額

２ ８ 年 度
要求・要望額

比 較
増 △ 減 額

事 項 備 考

2 32,681 33,646 965 建造物の保存修理等 10,796（ 10,206）

による継承・活用等

美術工芸品の保存修理等 1,132（ 1,132）

伝統的建造物群基盤強化 1,517（ 1,202）

指定文化財管理等 140（ 140）

国有文化財等の保存整備等 782（ 723）

史跡等の保存整備・活用等 18,560（ 18,525）

平城及び飛鳥・藤原宮跡地等の保存整備 719（ 753）

3 3,431 4,355 924 文化財の保護対策の検討等 260（ 246）

養成、鑑賞機会の充実等

鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 158（ 146）

アイヌ関連施策の推進 567（ 455）

国宝重要文化財等の買上げ 1,880（ 1,370）

無形文化財・文化財保存技術の伝承等 1,015（ 996）

民俗文化財の伝承等 526（ 250）

国産良質材使用推進・供給地活性化事業 10（ 10）

2,405 2,608 203

1 1,823 1,846 24 芸術文化の世界への発信と新たな展開 962（ 962）

[他事項と一部重複]

文化芸術交流の推進 664（ 658）

文化芸術創造都市の推進 22（ 15）

文化遺産オンライン構想の推進 114（ 103）

世界遺産普及活用・推薦のための事業推進 85（ 85）

2 374 550 176 文化遺産保護国際貢献事業 210（ 183）

の推進

文化財の海外交流・協力の推進 195（ 55）

文化財保存修復研究国際センターとの 145（ 136）

連携協力等

3 外国人に対する日本語教育 208 211 3 ｢生活者としての外国人｣のための日本 151（ 150）

の推進 語教育事業

条約難民及び第三国定住難民に対する 43（ 42）

日本語教育

日本語教育に関する調査等 17（ 17）
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前 年 度
予 算 額

２ ８ 年 度
要求・要望額

比 較
増 △ 減 額

事 項 備 考

33,591 39,833 6,242

1 25,693 27,216 1,523 運営費交付金

2 7,202 11,907 4,705 施設整備費補助金

3 696 711 14 文化政策情報システムの運用等 166（ 175）

の整備・充実

文化関係資料のアーカイブの構築に関 113（ 83）

する調査研究

近現代建築資料等の収集・保存 101（ 97）

著作権の保護 242（ 246）

国語施策の充実 52（ 58）

宗務行政の推進 36（ 36）

○ 2,852 1,462 △ 1,390 被災文化財の復旧 1,159（ 2,544）

被災ミュージアム再興事業 303（ 308）

※計数はそれぞれ単位未満を四捨五入しているため合致しない場合がある。
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Ⅰ 豊かな文化芸術の創造と （前年度予算額 １９,９３０百万円）

人材育成 28年度要求額 ２３,７５４百万円

豊かな芸術創造活動を生み出す環境を創出し、我が国の芸術水準と国際的評価を高め

るため、芸術団体や劇場等への効果的な支援を行うとともに、地域の魅力と活力を高め

る特色ある文化芸術振興の取組を支援する。

平成２８年度から文化芸術立国実現に向けて、文化プログラムを全国各地で推進する。

１．文化芸術立国実現に向けた （前年度予算額 １２,７１７百万円）

文化プログラムの推進 28年度要求額 １７,７４３百万円

○事業の概要

文化芸術立国の実現に向けて、２０２０年東京オリンピック パラリンピック競技大・

会の機会を活かし、多様な文化芸術の発展や文化財の活用を推進するため、リーディ

ングプロジェクトや地域の文化芸術活動の取組への重点的な支援を行う。

○事業の内容

（１）リーディングプロジェクトの推進 １,３０８百万円（ 新 規 ）

文化庁の取り組む文化プログラムである 文化力プロジェクト 仮称 を推進するた「 （ ）」

めの実施体制、情報発信体制を整備するとともに、日本の顔となるクリエイティブな

文化芸術活動等 リーディングプロジェクト の取組を推進する。（ ）

（ ）①文化プログラムに向けた推進体制の整備 ３０５百万円 新 規

「文化力プロジェクト（仮称 」の実行チームを民間のゼネラルプロデューサー、）

企画、広報、地域・大学連携、ファンド・レイジングのプロデューサー、文化芸術分

野別のディレクター等で構成し、文化力プロジェクト（仮称）の認定、広報・ＰＲ活

動、地方自治体や民間との連携等を推進する。

（ ）②ジャパンリーディングプロジェクト事業 １,００２百万円 新 規

実行チームのプロデューサーやディレクターを中心として、リーディングプロジェ

クトの企画立案を行い、現代舞踊、演劇、映画、伝統芸能、工芸、文化財、メディア

芸術等の文化芸術資源を活用した、日本の顔となるようなクリエィティブな文化芸術

活動を戦略的・効果的に発信する事業を実施する。

実施件数：10件程度
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（２）国が地方自治体、民間とタイアップ １４,８５９百万円（１２,５６４百万円）

した取組の推進

地方自治体や民間が企画する取組への支援等を行い、文化プログラムを推進すると

ともに、文化芸術による地域活性化、文化芸術活動の水準向上を図る。

①戦略的芸術文化創造推進事業 ４３１百万円（ ４０１百万円）

芸術文化の振興を図る上で推進することが必要な芸術活動を実施するほか、

障害者の優れた芸術作品の試行的展示会等や公演情報の海外発信の環境整備

等に関する調査研究を行う。

◇戦略的芸術文化創造推進事業：10団体程度

芸術団体等の自主性に委ねた場合、円滑な実施が期待できない活動について

国が公演・展示等の要件を示し、芸術団体等からの企画提案を選定して事業を

委託する。

◇障害者の芸術活動に関する調査研究及び試行的展示会等

障害者の芸術活動に関する調査研究や優れた芸術作品の施行的展示会等を実

施し、障害者による芸術活動の推進を図る。

②文化芸術による地域活性化・ ３,２９６百万円（ ２,６２１百万円）

国際発信推進事業

地方公共団体が企画する地域の文化資源等を活用した文化芸術活動や、文

化施策推進体制の構築を促進する取組等に対する支援を行い、文化芸術によ

る地域活性化、地域文化の国際発信、インバウンドの増加、文化事業の企

画・実施能力の向上を推進する。

◇文化芸術地域活性化事業：111事業

地域の様々な魅力ある文化芸術を再生又は創生し発展させる取組や、大学と

の連携による文化芸術の創造発展につながる取組をはじめ、地域の文化芸術の

担い手の育成につながる取組

◇創造都市事業：9事業

文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興等に活用し、地域の課題

解決に取り組む「文化芸術創造都市」の取組

◇訪日外国人対応事業：17事業

2020年の文化プログラムを見据えた文化事業や、多言語対応等により日本人に

限らず訪日外国人も鑑賞・体験できる文化事業
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◇新国立劇場との連携公演事業：10事業

新国立劇場が制作する世界水準の公演の鑑賞事業や、新国立劇場において地

域のプロの芸術団体が行う公演

◇文化の力による心の復興事業：19事業

東日本大震災の被災地における、実演芸術の鑑賞等を通じた心の安らぎと活

力の向上を図る取組

◇地域における文化施策推進体制の構築促進事業：7事業

専門性を有する組織を活用した文化芸術政策の企画立案・遂行、地域の文化

芸術活動への助成、調査研究等を実施する体制の構築を促進する取組への支援

や 「文化力プロジェクト（仮称 」の認定・統括を行うコミッショナーの配置、、 ）

「文化芸術アソシエイツ（仮称 」の活用を促進する取組）

③舞台芸術創造活動活性化事業 ４,１３３百万円（ ３,１５２百万円）

分野の特性に応じた舞台芸術創造活動に対する助成や、文化プログラムの

推進等に対応した芸術団体の機能強化への支援を行い、我が国芸術団体の水

準向上と、より多くの国民に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供を図る。

◇舞台芸術創造活動支援

○入場料収入連動型：年間団体支援 18団体

芸術水準の向上を図るとともに、芸術団体の集客努力を促し、より多くの

国民に優れた舞台芸術を提供するため、入場料収入に応じた支援を行う。

○創造活動経費支援型：年間団体支援 56団体、公演事業支援 56件

芸術団体の芸術水準の向上となる公演の中でも、特に企画性の高い意欲的

な芸術活動について、創造活動に対する支援を行う。

◇機能強化専門人材支援

2020年に向けて急務となっている文化プログラムの推進や、障害者、インバ

ウンドへの対応等について、明確な達成目標を設定した上で、機能強化に必要

な事業を企画・実践する専門人材の配置を支援する。

※前年度「トップレベルの舞台芸術創造事業」の継承事業

④劇場・音楽堂等活性化事業 ３,３５０百万円（ ３,０００百万円）

地域の劇場・音楽堂等の活性化と実演芸術の水準向上を図るため、公演事

業や専門的人材の養成、普及啓発活動などを支援する。

◇特別支援事業（トップレベルの施設 ：15施設）

トップレベルの劇場･音楽堂等が行う、国際的水準の実演芸術の創造発信（公

演事業)、専門的人材の養成事業、普及啓発事業を年間を通して支援する。
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◇共同制作支援事業：3公演

複数の劇場･音楽堂等が共同して行う新たな創造活動(新作､新演出等)を支援

する。

◇活動別支援事業（地域の中核施設）

地域の劇場･音楽堂等が主体となり行う実演芸術の創造活動（公演事業）や

人材養成事業､普及啓発事業を活動単位で支援する。

（創造活動（公演事業）70件、人材養成事業 40件、普及啓発事業 40件）

◇劇場・音楽堂等間ネットワーク構築支援事業：62件

劇場・音楽堂等相互の連携・協力を促進するため、実演芸術の巡回公演に必

要な旅費及び運搬費を支援する。

◇実演芸術巡回公演支援事業：13件

日本全国津々浦々で文化プログラムの実施を推進し、日本の魅力を発信する

ため、外国人も鑑賞できる巡回公演に必要な旅費、運搬費、翻訳料及び字幕表

示板の賃借料を支援する。

◇外国人受入環境整備委託事業：10件

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、プログラムの多

言語化等、劇場・音楽堂等における外国人の受入環境を整備する。

⑤地域の核となる美術館・歴史博物館 １,３３８百万円（ １,３１３百万円）

支援事業

地域に存する文化財の活用、観光振興、多言語化による国際発信、国際交流、

地域へのアウトリーチ活動、人材育成等、美術館・歴史博物館を活用・強化す

る取組を支援する。

※事業の詳細は後述

⑥芸術文化の世界への発信と新たな展開 ９６２百万円（ ９６２百万円）

音楽、舞踊、演劇、映画、現代アートなどの各分野における我が国の優れた

芸術文化を世界で展開するため、海外のフェスティバルへの参加・出展、国内

における 国際フェスティバル開催、海外の芸術団体との共同制作などの取組に

対し支援を行う。

◇国際共同制作（舞台芸術10公演）

◇国際フェスティバル（舞台芸術6公演、映画1件、現代アート2件）

◇海外国際フェスティバル・展覧会参加出展等

（現代アート15件、舞台芸術32公演）

◇現代アートの海外発信の推進（海外展開に係る調査研究、シンポジウムの実施）
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⑦国・地方自治体が主催する事業 １,３４８百万円（ １,１１５百万円）

、舞台芸術公演、工芸技術等の公開や文化財の鑑賞機会の充実を図るとともに

一般市民や高校生の文化活動の発表の場を提供する。

・文化庁芸術祭 百万円 ・無形文化財等公開活用事業 百万円298 43

・メディア芸術祭等事業 百万円 ・ 国民のたから」鑑賞機会の充実 百万円435 35「

・国民文化祭 百万円 ・発掘された日本列島展 百万円243 22

・全国高等学校総合文化祭 百万円 ・文化財海外交流展 百万円83 188

※各事業の詳細は後述

（３）文化プログラム推進のための基盤整備 ２,４７８百万円（ ４９３百万円）

、文化プログラムに多くの訪日外国人が参加し、その開催効果が広く波及するよう

国内の文化施設において多言語化対応の情報発信、環境整備等を進める。

①国立文化施設の機能強化 １,１６３百万円（ ４９百万円）

国立文化施設(美術館、劇場、博物館)において、訪日外国人向けの鑑賞･体験事

。業や､多言語による解説･案内板の整備､国外への情報発信体制の強化を推進する

②多言語化による訪日外国人対応等 １,３４５百万円（ ４４３百万円）

公立、私立の美術館･博物館､地域の劇場・音楽堂等における訪日外国人向けの鑑

賞･体験事業や､多言語による解説･案内板の整備､外国語対応可能なボランティア

の育成等を支援する。

・文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業(再掲) 百万円250

・劇場・音楽堂活性化事業(再掲) 百万円351

・文化遺産を活かした地域活性化事業(※) 百万円300

・地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業(※) 百万円300

(※)各事業の詳細は後述・文化遺産オンライン構想の推進(※) 百万円114

（前年度予算額 ５,７７３百万円）

２．文化芸術創造活動への効果的な支援 28年度要求額 ６,８５７百万円

○事業の概要

我が国の芸術水準の向上を図るため、舞台芸術や映画、メディア芸術の創造発信等

に対する支援等を行う。

○事業の内容

（１）舞台芸術創造力向上・発信プラン ４,５６４百万円（ ３,６８５百万円）

我が国の芸術文化を牽引する優れた舞台芸術創造活動に対する効果的な支援や

芸術文化振興上の課題解決に資する事業の実施を通じて、我が国の舞台芸術水準の

飛躍的向上を図り、その成果を広く国民が享受できる環境を醸成する。
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①戦略的芸術文化創造推進事業 ４３１百万円（ ４０１百万円）

【文化プログラムの再掲】

②舞台芸術創造活動活性化事業 ４,１３３百万円（ ３,１５２百万円）

【文化プログラムの再掲】

（ ）※ 前年度限り 日本版アーツカウンシルの試行的導入 １３２百万円

（２）日本映画の創造・交流・発信 ７５１百万円（ ６８７百万円）

日本映画を振興するため、創造活動の促進、国内外における積極的な発信及び映

画に関わる人・団体等の交流を推進する。

さらに、障害者支援として、従来のバリアフリー映画字幕制作支援に加えて新た

に音声ガイドの制作支援を行う。

①日本映画製作支援事業 ６０２百万円（ ５３７百万円）

我が国の映画製作活動を奨励し、その振興を図るため、優れた劇映画、記録映

画の製作活動を支援する。また、国際共同製作に対する支援、映画を通じた国際

文化交流や、海外における上映機会の獲得等を推進する。

支援対象：劇映画 21作品、記録映画 10作品、字幕制作 43作品、（バリアフリー映画）

音声ガイド制作 43作品（バリアフリー映画）

②ロケーションに係るデータベースの運営 １６百万円（ １６百万円）

各地のフィルムコミッションが持っている情報をインターネット上に集約し

たデータベースを運営し、国内外への情報提供を通じ、日本国内での映画製作活

動を活性化する。

③文化映画賞 １０百万円（ １０百万円）

我が国の映画の向上とその発展に資するため、文化庁映画賞として優れた文化

記録映画作品（文化記録映画部門）及び我が国映画界で顕著な業績を上げた者

（映画功労部門）に対する顕彰を実施する。

④海外映画祭への出品等支援 ７１百万円（ ７１百万円）

海外映画祭への出品を促進するため、展示場及び外国語字幕制作や映画製作者

の海外渡航を支援する｡

⑤全国映画会議 １５百万円（ １５百万円）

映画に関する多様な意見や課題に関し、鑑賞者、製作者、上映関係者など様々

な立場の関係者や団体が交流・発信できる会議を開催する。
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⑥アジアにおける日本映画特集上映事業 ３１百万円（ ３１百万円）

アジア地域において映画を通じた文化交流を図り、日本映画の特集上映や人材

育成につながる交流事業を実施する。

⑦｢日本映画情報システム｣の整備 ７百万円（ ７百万円）

我が国の映画情報を一括管理する「日本映画情報システム｣の整備を行い、過去

から現在までの映画フィルムの所在の把握と、国内外への日本映画の紹介や、よ

り多くの地域での多様な作品の上映を推進する。

（３）メディア芸術の創造・発信 ８９８百万円（ ７５７百万円）

、メディア芸術の海外発信やアニメーション映画製作事業に支援することにより

文化芸術の国内外への発信を行う。

①メディア芸術祭等事業 ４３５百万円（ ３５５百万円）

メディア芸術祭２０周年に当たり企画展を実施するとともに、地方展や海外メ

ディア芸術祭参加出展を実施する。さらに、障害者とメディア芸術の関わりにつ

いての調査研究を実施する。

②メディア芸術連携促進等事業 ３３７百万円（ ２８７百万円）

我が国のメディア芸術作品の保存・活用に必要な基盤となる所蔵情報等の運

用・活用、各研究機関等におけるメディア芸術作品のアーカイブ化に係る取組み

。への支援、メディア芸術分野において必要とされる連携共同事業等を実施する

③アニメーション映画製作支援事業 １２７百万円（ １１６百万円）

優れたアニメーション映画の製作活動に対する支援を行う。

支援対象：アニメーション映画16作品(うち国際共同製作1作品)

字幕制作(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画)7作品、音声ガイド制作（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画）7作品

（４）芸術祭・芸術選奨 ３１８百万円（ ３１８百万円）

①芸術祭 ２９８百万円（ ２９８百万円）

芸術の祭典として、舞台芸術の参加公演及び放送・レコード等の参加作品につ

。いて顕彰を行うとともに､音楽､演劇等の優れた舞台芸術の主催公演を実施する

②芸術選奨 ２０百万円（ ２０百万円）

芸術各分野において優れた業績を上げた者又はその業績によってそれぞれの部

門に新生面を開いた者を選奨し、芸術活動の奨励と振興に資する。
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（５）国民文化祭 ２４３百万円（ ２４３百万円）

国民の各種文化活動を全国的な規模で発表する場を提供し、顕彰等を実施すること

により、文化活動への参加意欲の喚起、文化創造の促進、地方文化の発展に資する。

（開催地）28年度：愛知県、29年度：奈良県

（６）全国高等学校総合文化祭 ８３百万円（ ８３百万円）

全国の高校生による文化部活動の発表の場として全国高等学校総合文化祭を

開催するとともに、文化部顧問の教員のための研修会に対する支援、外部指導者

活用の事例集の作成・提供を行い、高校生の創造活動の水準向上を図る。

（開催地）28年度：広島県、29年度：宮城県

（前年度予算額 ５,６２１百万円）

３．文化力による地域と日本の再生 28年度要求額 ６,６４７百万円

○事業の概要

文化芸術による地域の活性化やグローバル化等を推進するため、地方公共団体が行

う文化芸術活動や、地域の文化拠点である劇場、音楽堂等が行う実演芸術の創造発信

等に対する支援を行う。

○事業の内容

（１）文化芸術による地域活性化・ ３,２９６百万円（ ２,６２１百万円）

【文化プログラムの再掲】国際発信推進事業

（２）劇場・音楽堂等活性化事業 ３,３５０百万円（ ３,０００百万円）

【文化プログラムの再掲】
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（前年度予算額 ８,５３６百万円）

４．芸術家等の人材育成 28年度要求額 ８,９４２百万円

○事業の概要

次の世代の芸術家等の育成など、発想力に富んだ強い人材を養成する取組を通じて、

活力ある社会の基盤構築に寄与する。

○事業の内容

（１）新進芸術家等の人材育成 １,８３１百万円（ １,８３１百万円）

分野や団体の枠を超えた指導・発表機会の提供など、新進芸術家の戦略的な育成

や、海外の大学や芸術団体等における実践的な研修の場を提供することにより、次

代の文化芸術を担う創造性豊かな優れた人材を育成する。

①新進芸術家グローバル人材育成事業 １,４８０百万円（ １,４８０百万円）

若手芸術家や演出家、舞台技術者、アートマネジメント人材など、我が国のこ

れからの文化芸術を担う人材を育成する観点から、実践的かつ、高度な技術・知

識を習得するための研修機会（公演・展覧会、ワークショップ・セミナー等）や

国際的な人的交流の機会を提供することにより、文化芸術を支えるグローバル人

材を育成し、我が国の文化芸術の海外への発信力の強化を図る。

◇統括芸術団体による人材育成事業：38事業

若手芸術家等を対象とした、公演・展覧会、研修会、ワークショップ・セミナ

ー等の実施

◇芸術系大学等連携における新進芸術家等人材育成：７事業

芸術系大学と芸術団体等が連携して行う若手芸術家等を対象とした、高度な技

術・知識の習得を目的とした事業の実施

◇芸術系大学等におけるアートマネジメント人材育成：20大学

芸術系大学等の資源、施設を活用したアートマネジメント人材、ファシリテー

ターを育成する事業に対する支援

◇実演芸術連携交流の推進：１事業

国内におけるインターンシップや国内外の著名なプロデューサ等による国際会

議等の開催 等

②新進芸術家の海外研修 ３５１百万円（ ３５１百万円）

美術、音楽、舞踊等の各分野の新進芸術家に対して、海外の大学や芸術団体等

における実践的な研修の場を提供する。

研修員数：80人程度

研修期間：1年･2年･3年･特別(80日)･短期(20日～40日)
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（２）文化芸術による「創造力・想像力」 ６,７１８百万円（ ６,３１２百万円）

豊かな子供の育成

次の世代の芸術家や観客たる子供たちが、創造性や発想力、コミュニケーション

力を身に付けるとともに、伝統文化を体験・修得する機会を提供する。

①文化芸術による子供の育成事業 ５,２３６百万円（ ５,１１２百万円）

子供たちに対し、一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い文化芸術を鑑賞･

体験する機会を義務教育期間中に２回(現代実演芸術・伝統芸能各１回)以上提供

するとともに、実技指導やワークショップ等を実施する。

◇巡回公演事業：1,860公演程度

一流の文化芸術団体が全国を巡回し､小中学校等において実演芸術公演を実施

◇芸術家の派遣事業：2,850件程度

個人又は少人数の芸術家が小中学校等を訪れ､講話､実技披露､実技指導を実施

◇コミュニケーション能力向上事業：200件程度

小中学校等において､芸術家による表現手法を用いたワークショップ等を実施

②伝統文化親子教室事業 １,４８２百万円（ １,２００百万円）

子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道な

どの伝統文化・生活文化を体験・修得できる機会を提供する。

補助対象：伝統文化・生活文化の振興を目的とする団体（補助率：定額）

補助件数： 教室程度4,000

（３）若手映画作家等の育成 １６１百万円（ １６１百万円）

映画製作や実践的な実習等を通じ、我が国の映画界を担う新たな人材を育成する。

①短編映画作品支援による若手映画作家 １２０百万円（ １２０百万円）

育成

本格的な映画製作のワークショップ等で学んだ技術や知識を、実際の短編映画

作品の制作を通して実践する場を与え、若手映画作家が世に出る機会を提供する。

②映画関係団体等の人材育成事業の支援 ４１百万円（ ４１百万円）

映画製作の各過程を担う専門性の高い人材を育成するため、大学・専門学校等

と映画関係団体等との連携の下に行われる、製作現場における学生の実習（イン

ターンシップ）受入れを支援する。
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（４）メディア芸術の人材育成 ２３２百万円（ ２３２百万円）

メディア芸術を支える優れたクリエイター等を育成する人材育成支援を行うこ

とにより、我が国メディア芸術の国際的評価の維持・向上を進める。

①メディア芸術クリエイター育成支援事業 ２２百万円（ １６百万円）

若手クリエイターが行うメディア芸術作品の創作活動を支援する。

②若手アニメーター等人材育成事業 ２１０百万円（ ２１０百万円）

アニメ制作スタッフに若手人材を積極的に起用し、制作段階でオン・ザ・ジョ

ブ・トレーニング（ＯＪＴ）を組み込んだアニメーション制作を実施する。

※ 前年度限り（海外メディア芸術クリエイター等招へい事業 ６百万円）
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Ⅱ かけがえのない文化財の （前年度予算額 ４４,４７８百万円）

保存、活用及び継承等 28年度要求額 ４９,５５８百万円

文化財を次世代へ確実に継承するために、適切な修理・整備や防災・防犯対策等へ

の支援を行うとともに、日本遺産などの地域の文化財の魅力を国内外に発信する取組

や、観光振興政策と連動した地域活性化の取組を推進する。

（前年度予算額 ８，３６７百万円）

１．文化財総合活用戦略プランの強化 28年度要求額 １１，５５８百万円

○事業の概要

日本遺産の認定を促進するとともに、地域の文化財群の一体的な公開活用を推進す

るための情報発信、設備整備等の取組を行う自治体等への支援を継続するほか、地域

の文化財群の魅力を海外へ効果的に発信するための事業に対する重点的な支援を実施

する。

○事業の内容

（１）日本遺産魅力発信推進事業 １,６９９百万円（ ８０７百万円）

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺

産（Japan Heritage 」に認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力あ）

る有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略

的に発信する取組を支援することにより、地域の活性化・観光振興を図る。

補助対象：申請地方公共団体等で構成される協議会（補助率：定額）

補助件数：30件程度

（２）文化遺産を活かした地域活性化事業 ２,９６９百万円（ ２,１４７百万円）
い

伝統行事・伝統芸能の公開、後継者養成、古典に親しむ活動など、地域の文化遺産

を活用した特色ある総合的な取組を支援する。

①地域の文化遺産次世代継承 ２,２９６百万円（ １,８６９百万円）

地域の文化遺産に関する情報発信、人材育成、普及活動、継承、記録作成、調査

研究等に対して支援する。

補助対象：文化団体等で構成される実行委員会（補助率：定額）

補助件数：370件程度
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②歴史文化基本構想策定支援 １００百万円（ ５０百万円）

文化遺産の総合的な活用を図るための「歴史文化基本構想」の策定及び改訂を行

うための調査研究・体制整備等の取組を支援する。

補助対象：地方公共団体（補助率：定額）

補助件数：10件程度

③世界文化遺産活性化 ２１０百万円（ ２１０百万円）

登録された世界文化遺産を活用して地域の活性化を図るため、情報発信、普及、

保護活動の取組に対して支援する。

補助対象：世界文化遺産が所在する地方公共団体等で構成される実行委員会

（補助率：定額）

補助件数：40件程度

④日本の歴史・伝統文化情報発信推進 ３００百万円（ 新 規 ）

地域の観光資源である文化財について、外国人旅行者のニーズに合わせた正確で

分かりやすい解説の作成や情報発信を行うとともに、情報の多言語化を図る体制を

整備するためのモデル事業を支援する。

補助対象：地方公共団体（補助率：定額）

補助件数：10件程度

⑤審査経費等 ６３百万円（ １９百万円）

（３）地域の核となる美術館・ １,３３８百万円（ １,３１３百万円）

歴史博物館支援事業

地域に存する文化財の活用、観光振興、多言語化による国際発信、国際交流、地域

へのアウトリーチ活動、人材育成等、美術館・歴史博物館を活用・強化する取組を支

援する。

①地域文化の振興と国際発信 ５１０百万円（ ３８０百万円）

地域に存する文化財の活用、美術館・歴史博物館を核とする観光振興及び多言語

化による国際発信等の取組を支援する。

補助対象：美術館・歴史博物館を中心とした実行委員会（補助率：定額）

補助件数：80件程度

②地域と共働した創造活動の支援 ４２３百万円（ ５２８百万円）

地域へのアウトリーチ活動、ボランティア交流、学芸員等の招へい・派遣、障害

者の芸術活動支援、子供を対象とした取組を支援する。

補助対象：美術館・歴史博物館を中心とした実行委員会（補助率：定額）

補助件数：50件程度
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③美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業 ４００百万円（ ４００百万円）

我が国の文化芸術の振興に係る諸課題のうち､美術館･歴史博物館に関わる緊急

的かつ重点的な分野等の取組を支援する。

補助対象：美術館・歴史博物館を中心とした実行委員会等（補助率：定額）

補助件数：2件程度

④審査経費等 ５百万円（ ５百万円）

（４）文化財建造物等を活用した ７６９百万円（ １,１００百万円）

地域活性化事業

地域の観光資源である重要文化財（建造物）を健全で美しい状態に回復するため

の事業や、文化財建造物及び伝統的建造物群の公開活用を促進するために必要な、

保存活用計画の策定と便益設備の整備を支援し、文化財建造物等を活用した魅力あ

るまちづくりを推進する。

①美しい日本探訪のための文化財建造物活用事業 ２００百万円（ 新 規 ）

重要文化財（建造物）の軸部や小屋組等の構造に関わる部位に影響を及ぼすこと

なく、壁や屋根等の外観及び公開範囲の仕上げに関わる部位を、健全で美しい状態

に回復するための取組に対して支援を行うことで、観光資源の魅力向上に資する。

補助対象：文化財の所有者､管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：100件程度

②公開活用事業 ５６９百万円（ １,１００百万円）

文化財建造物等を持続的に管理・運営・活用するための保存活用計画の作成を支

援するとともに、多言語化等に対応した展示や便益・管理のための施設・設備の整

備を支援し、公開・活用の充実を図る。

補助対象：文化財の所有者､管理団体、地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：50件程度

（５）歴史活き活き！ ４,０５９百万円（ ２,４７５百万円）

史跡等総合活用整備事業

歴史的に由緒ある史跡等について、整備後の「活用」方策も念頭に置きつつ、復

元、保存・修復等の整備を支援することにより、史跡等の魅力発信につなげ、地域

の活性化・アイデンティティの醸成とともに観光振興を図る。

補助対象：文化財の所有者､管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：160件程度
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（６）地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ７２４百万円（ ５２４百万円）

埋蔵文化財を活用した体験学習会等の実施による理解促進・普及啓発を行うとと

もに、その保管・展示や活動拠点のための施設として、廃校等を転用した埋蔵文化

財センター設備整備を支援し、両者の一体的な運用を図ることによって、地域活性

化とともに観光振興を促進する。

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：200件程度

２．文化財の適切な修理等による （前年度予算額 ３２,６８１百万円）

継承・活用等 28年度要求額 ３３,６４６百万円

○事業の概要

国宝・重要文化財や史跡等を積極的に活用しながら次世代へ確実に継承するため、

適切な修理・整備や、防災・防犯対策等に対する支援を行う。

○事業の内容

（１）建造物の保存修理等 １０,７９６百万円（ １０,２０６百万円）

国宝･重要文化財（建造物）を適正に維持し､将来に伝えるための保存修理事業

（根本修理・維持修理等）や、地震、火災等の災害から保護するために必要な防火

対策や耐震化などの防災対策事業に対する補助を行う。

①調査 ２０百万円（ ９百万円）

◇近代和風建築等総合調査

明治以降に伝統的技法及び意匠を用いて造られた住宅・公共建築・宗教建築や、

日本の近代化に大きな役割を果たした近代の産業・交通・土木に関する構造物の実

情把握について、都道府県が行う調査事業に補助する。

補助対象：都道府県（補助率：原則50％）

補助件数：5件程度

◇近現代建造物緊急重点調査事業

著名な建築家による建築や優れた技術による土木構造物など、戦後を含む我が国

の近現代建造物は、国際的に高い評価を受けているが、文化財としての保存の措置

がほとんど講じられていない。これらの適切な保護を図るため、緊急かつ重点的に

調査を実施する。
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②国宝・重要文化財建造物保存修理 ７,６０７百万円（ ７,５０７百万円）

強化対策事業

木造文化財建造物の価値を損なうことなく次世代へ継承するため、適時適切な保

存修理を実施し、中期的には適切な修理周期（根本修理：平均150年、維持修理：

平均30年）の実現を目指す。

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：60件程度（うち根本修理：8件程度）

③近代化遺産等重点保存修理事業 １,２０３百万円（ ８４３百万円）

平成５年度から重要文化財への指定を進めてきた煉瓦造や鉄筋コンクリート造等

の文化財建造物（近代化遺産）は、現在、本格的な修理の時期を迎えている。これ

らは伝統的な木造建造物とは修理方法や修理周期などの考え方が異なるため、それ

。ぞれの状況に応じた修理を検討・実施することで文化財としての価値を担保する

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：14件

④登録文化財保存修理 ９０百万円（ ９０百万円）

登録有形文化財（建造物）の保存修理事業の設計監理

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：20件程度

⑤防災施設等 １,８７６百万円（ １,７５８百万円）

重要文化財（建造物）の防火・防犯設備設置、耐震診断、耐震化工事等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

◇防災施設等事業

重要文化財（建造物）の防災施設（自火報設備、防犯設備等）の新設・改修、危

険木伐採や擁壁整備等の環境保全等

補助件数：防火・防犯:200件程度、環境保全:10件程度

◇耐震対策

重要文化財（建造物）の耐震診断、根本修理を予定していない重要文化財（建造

物）の耐震補強等

補助件数：50件程度

（２）美術工芸品の保存修理等 １,１３２百万円（ １,１３２百万円）

国宝･重要文化財(美術工芸品)のうち､損傷の進行が著しい文化財を対象とした

保存修理事業や、防災・防犯対策の充実のための防災施設・保存活用施設の整備事

業等に対する補助を行う。
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①調査 ２２百万円（ ２２百万円）

史料(古文書､歴史資料､陶磁器等)の散逸等を防ぎ保存対策を講じるための調査

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：10件程度

②保存修理 ７０８百万円（ ７０８百万円）

重要文化財（美術工芸品）の保存修理、剝落防止等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：130件程度

③防災施設 ２４０百万円（ ２４０百万円）

重要文化財（美術工芸品）の防火・防犯設備設置等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：20件程度

④重要文化財等保存活用整備事業 １６２百万円（ １６２百万円）

重要文化財（美術工芸品）の展示機能を備えた収蔵施設の設置

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：10件程度

（３）伝統的建造物群基盤強化 １,５１７百万円（ １,２０２百万円）

伝統的建造物群保存地区を社会基盤として捉え、保存に関する計画から防災対策

までを体系的に位置付け、定期的な修理による個々の伝統的建造物の健全性確保と

ともに、耐震対策や防災施設等の整備を一体的・総合的に実施し、災害に強く、魅

力的なまちづくりを実現する。

補助対象：市町村（補助率：原則50％）

①調査 ２１百万円（ １７百万円）

伝統的建造物群の保存対策、防災対策に係る調査

補助件数：10件程度

②保存改修 １,３５３百万円（ １,０６７百万円）

、重要伝統的建造物群保存地区内の建造物等について、適切な周期（根本修理：100年

維持修理:平均25年)による保存修理、修景、耐震改修を実施し、重要伝統的建造物群保

存地区の価値の維持と向上を図るとともに、積極的な利用を推進

補助件数：140地区程度

③防災施設 １１０百万円（ １０６百万円）

重要伝統的建造物群保存地区内の防災施設設置等

補助件数：10地区程度
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④買上 ３３百万円（ １２百万円）

重要伝統的建造物群保存地区内の建造物、土地の公有化

補助件数：4件程度

※前年度「伝統的建造物群の保存修理等」

（４）指定文化財管理等 １４０百万円（ １４０百万円）

国指定文化財の維持管理（自動火災報知器の法定点検、建物の小修理等）､国有文

化財の看視・清掃等に要する経費に対する補助を行う。

①指定文化財管理 １２５百万円（ １３４百万円）

自動火災報知設備、消火設備等の保守点検等

補助対象：地方公共団体（補助率50％）

②国有文化財管理 １５百万円（ ７百万円）

減失、毀損、不法占拠を防止するための看視、除草、清掃等の管理費

補助対象：国有文化財の管理団体（補助率80％）

（５）国有文化財等の保存整備等 ７８２百万円（ ７２３百万円）

①国有文化財等の保存整備等 ３５百万円（ ３５百万円）

◇模写模造（建造物）

伝統的技法の解明、後世への記録・保存・活用のため、社寺等に描かれた彩色の模

写を行うとともに、建築史上特に重要なものを模型として製作する。

◇模写模造（美術工芸品）

美術工芸品のうち、経年劣化により移動等が困難な作品について、模写模造品を製

作し公開活用することで、指定品の保存を図る。

②文化財管理及び保存活用等 ７４６百万円（ ６８８百万円）

国有美術工芸品の保存修理や､平城宮跡等の維持管理等業務､高松塚古墳及びキ

トラ古墳の保存･活用に必要な調査研究を行うとともに､保存修理を終えた一部の

壁画について､一般公開等を実施する。

◇国有美術工芸品保存修理

国が所有する文化財のうち､経年劣化や公開活用等により損傷が激しく、緊急性の

高いものについて保存修理を行う。
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◇平城宮跡等管理等

平城宮跡、藤原宮跡の維持・管理等を行う。

◇高松塚古墳壁画保存・活用の推進

壁画の保存修理作業及び壁画の保存・活用のための調査検討、仮設修理施設内での

壁画の公開等を行う。

◇キトラ古墳保存修理等

壁画の保存修理作業や壁画の保存・活用のための調査研究及びキトラ古墳の情報を

広く一般に公開する事業等を実施する。

（６）史跡等の保存整備・活用等 １８,５６０百万円（ １８,５２５百万円）

史跡等について、保存と活用を図るための事業を行う所有者、管理団体等に対する

補助を充実するとともに、地方公共団体が史跡等を公有化する事業に補助を実施し、

保存整備や活用等を推進する。

①調査 ３８百万円（ ２７百万円）

天然記念物の生態・分布等調査

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：30件程度

②史跡等保存管理計画策定 ２００百万円（ １２０百万円）

史跡等の管理基準の策定

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：80件程度

③天然記念物再生事業 １２０百万円（ １００百万円）

天然記念物である動植物の生育・育成環境の維持・復元等

補助対象：文化財の所有者、地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：30件程度

④天然記念物食害対策 ２５０百万円（ ２２２百万円）

天然記念物である動物に起因する農林産物等の食害対策等

補助対象：地方公共団体（補助率：2/3）

補助件数：70件程度
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⑤重要文化的景観保護推進事業 ２６３百万円（ ２６３百万円）

重要文化的景観内の建造物等の修理・修景、防災施設設置等

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：70件程度

⑥発掘調査等 ３,２１９百万円（ ２,９７８百万円）

開発等により破壊される恐れのある遺構等の発掘調査、記録作成等

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：700件程度

⑦歴史活き活き！ ３,４２１百万円（ ４,０２５百万円）

史跡等総合活用整備事業

歴史的に由緒ある史跡等について、整備後の「活用」方策も念頭に置きつつ、復

元、保存・修復等の整備を支援することにより、史跡等の魅力発信につなげ、地域

の活性化・アイデンティティの醸成とともに観光振興を図る。

補助対象：文化財の所有者､管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：270件程度

⑧名勝調査 １５百万円（ １５百万円）

全国に所在する緊急に保護すべき未指定名勝地の特定に関する詳細調査等

補助対象：地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：10件程度

⑨史跡等の買上げ １１,０３４百万円（ １０,７７５百万円）

史跡等を良好な状態で保全・整備・活用するとともに、文化財保護法に基づき所

有者に課される義務を補償するため、地方公共団体が史跡等を公有化する場合に経

費の一部を補助する。

補助対象：地方公共団体（補助率：80％）

補助件数：170件程度

（７）平城及び飛鳥・藤原宮跡地等 ７１９百万円（ ７５３百万円）

の保存整備

平城宮跡及び藤原宮跡等の保存活用のために必要な整備等を実施する。

◇宮跡地等買上

平城宮跡及び飛鳥・藤原宮跡地等の買上げ

◇平城宮跡地等整備

平城宮跡及び藤原宮跡等の保存活用に必要な整備
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３．文化財の公開活用、伝承者養成、 （前年度予算額 ３,４３１百万円）

鑑賞機会の充実等 28年度要求額 ４,３５５百万円

○事業の概要

広く国民に対して文化財を公開し、鑑賞するための機会を提供するとともに、無形

文化財等の伝承者養成、わざの錬磨等に対する補助を行う。

○事業の内容

（１）文化財の保護対策の検討等 ２６０百万円（ ２４６百万円）

文化財の類型ごとに適切な保護対策等を検討し、文化財の活用を促進する。

①有形文化財 １００百万円（ １０５百万円）

建造物や史跡等の保存・活用を図るための調査研究、普及啓発等を実施する。

◇文化財建造物の登録の推進等

登録文化財（建造物）の登録に向けた調査や、登録の促進に向けた普及啓発活動等

◇近代文化遺産保護検討等

近代遺跡及び近代歴史資料の保存等に必要な調査・研究等

◇天然記念物保護体制等の充実に関する調査研究

天然記念物の地域指定の在り方や保護体制等に関する調査・研究等

◇埋蔵文化財保存・活用等

埋蔵文化財の保存活用に関する調査研究等

◇水中文化遺産調査研究事業

水中遺跡の調査・保存手法及び体制の指針の策定等

◇平城宮跡遺構展示館の保存活用に関する調査研究事業

土質や地下水･気象等が遺構へ及ぼす影響の調査等を行い、遺構の保存と活用の知

見を得るために必要なデータの収集･分析等を実施

◇近代の大型産業遺産（美術工芸品）に関する調査研究（新規）

価値の喪失や滅失のおそれのある近代の大型産業遺産（美術工芸品）に関し海外先

行事例の調査を行い、我が国における保存・活用の在り方についての分析・検討等

※前年度限り（名勝に関する総合調査事業 １９百万円）
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②変容の危機にある無形の民俗文化財の ３０百万円（ ３０百万円）

記録作成の推進

重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち､保護団体が特定されてお

らず、変容・衰滅の恐れが高い行事等について､計画的に映像等による記録化を進

め､確実な記録保存を図る。

（映像記録：2件、調査報告書：3件）

③無形文化財「わざ」の理解促進事業 ８３百万円（ ８３百万円）

重要無形文化財（工芸技術）に指定されている「わざ」の記録映画の作成､記録

資料のデジタル化等を実施する （記録映画作成：4本、デジタル化：2本 等）。

④防災・防犯に関する研修会等 ５百万円（ ５百万円）

所有者等に対する、効果的な防災・防犯対策、国庫補助事業の説明などを内容と

した研修会の実施、文化財保護法上の必要な手続きの周知徹底を行う。また、重要

文化財等の定期的な所在確認や売買の状況把握等を行う。

⑤防災設備設置状況の調査 ９百万円（ 新 規 ）

全国の国宝・重要文化財を対象に、防災設備の設置状況を調査する。

⑥美術工芸品に関する公開活用の現状調査事業 ７百万円（ 新 規 ）

国宝・重要文化財（美術工芸品）について、ＬＥＤ照明の普及等、文化財の展

示・保存技術等の変化を踏まえ、文化財の材質や状態に応じた公開活用について

の調査・検討を行う。

⑦｢歴史文化基本構想｣普及促進事業 ４百万円（ ５百万円）

地方公共団体に対し､｢歴史文化基本構想」(地域の文化財を総合的に保存･活用す

るための基本的な方針）の策定に向けた指導及び助言等を行う。

⑧伝統的生活文化調査研究委託 １４百万円（ １４百万円）

茶道、華道などの「生活文化」について、次世代へ継承するための方策を検討す

るための実態調査を実施する。

⑨文化財建造物耐震対策普及促進事業 ８百万円（ 新 規 ）

登録有形文化財（建造物）や重要伝統的建造物群保存地区における耐震対策事例

及び重要文化財（建造物）の耐震対策における構造実験データ等について収集、分

析、普及啓発を実施し、耐震対策を推進する。

※前年度限り（美術工芸品修理技術人材等に関する調査研究 ４百万円）
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（２）鑑賞・体験機会等充実のための １５８百万円（ １４６百万円）

事業推進

国民が文化財に接し、鑑賞･体験する機会を充実することにより、我が国の歴史

と文化に対する理解を促進し、もって文化財の保存・活用・継承に資する。

①美術館・歴史博物館活動の充実 １９百万円（ １９百万円）

学芸員等を対象としたミュージアム・マネジメント及びミュージアム・エデュケーター

研修や、国宝・重要文化財の公開を促進する企画展の支援等を行う。

②無形文化財等公開活用等事業 ４３百万円（ ３０百万円）

選定保存技術の保存団体による展示・実演・体験活動等によって選定保存技術の

公開や重要無形文化財の保持者の工芸作品等の展示を実施し、その重要性や後継者

不足等の諸問題を広く一般に周知する。

③｢国民のたから｣鑑賞機会の充実 ３５百万円（ ３５百万円）

文化庁が毎年度指定する国宝・重要文化財等について、展覧会等を通じて広く

国民へ紹介する。

④発掘された日本列島展 ２２百万円（ ２２百万円）

全国で実施されている発掘調査により明らかになった遺構、出土品等を巡回展

示し、併せて開催地域における遺構、出土品等を展示する。

⑤伝統音楽等の普及促進支援事業 ２７百万円（ ２７百万円）

伝統音楽の正しい知識、技能を指導者等に教授するため、実演家団体等が行う

伝統音楽等の普及を促進する取組に対して支援を行う。

⑥ＮＰＯ等による文化財建造物の １２百万円（ 新 規 ）

自立型管理活用支援事業

経済的に自立した文化財建造物の管理活用の実現を目指し、所有者や活用者の意

識や意欲、技量を高めるとともに、社会的な理解の促進と協力環境の醸成を図る

。ことを目的として、民間活力による文化財の保存活用を推進する事業を支援する

、また、本事業における成果を基に、文化財建造物保存活用支援のための融資など

民間活力を支える仕組みを検討する。

※前年度限り（ＮＰＯ等による文化財建造物の管理活用の推進事業 １２百万円）
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（３）アイヌ関連施策の推進 ５６７百万円（ ４５５百万円）

①アイヌ文化振興等事業 ２１０百万円（ ２０７百万円）

アイヌ文化振興法に基づき指定された法人である公益財団法人アイヌ文化振興･

研究推進機構が行うアイヌ語講座や、伝承者育成等、アイヌ文化振興等に関する

事業に対して補助を行う。

②国立のアイヌ文化博物館（仮称）の整備 ３５７百万円（ ２４８百万円）

及び運営準備

国立のアイヌ文化博物館（仮称）の建築設計及び展示設計を完了させるとともに、

展示業務、展示資料の収集・保管業務の準備及び関係機関やアイヌ関係者等との

調整等を行う。

※独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金を含む

（４）国宝重要文化財等の買上げ １,８８０百万円（ １,３７０百万円）

①国宝重要文化財等買上 １,８６４百万円（ １,３５４百万円）

保存管理の措置を講じる必要がある国宝･重要文化財等について､国が買い上げ

適切に保存・活用し、次世代へ継承する。

買上件数：10件程度

②無形文化財資料買上 １６百万円（ １６百万円）

重要無形文化財（工芸技術）を継承・保護していくため、工芸技術記録映画の

製作対象となった重要無形文化財保持者の作品等を購入する。

買上件数：5件程度

（５）無形文化財、 １,０１５百万円（ ９９６百万円）

文化財保存技術の伝承等

重要無形文化財及び選定保存技術の保持者、保持団体等が行う伝承者養成、

原材料・用具の確保等の事業に対して補助を行う。

①無形文化財の伝承・公開 ６０６百万円（ ６０６百万円）

◇無形文化財伝承

重要無形文化財の保持団体等が行う伝承者養成等を支援する （補助率：定額）。

・重要無形文化財保持団体等補助（30団体）

・重要無形文化財の保持者（116名）に交付
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◇無形文化財公開

重要無形文化財の保存のための公開事業に対して補助を行う （補助率：定額）。

・日本伝統工芸展に要する経費の一部補助（11団体）

・国家指定芸能特別鑑賞会に要する経費の一部補助（能楽、組踊各1団体）

②文化財保存技術の伝承等 ４０９百万円（ ３９０百万円）

◇選定保存技術保存団体等補助

選定保存技術保存団体等が行う伝承者の養成、原材料・用具の確保等に対して補助

を行う。

補助対象：選定保存技術保存団体等（補助率：定額）

補助件数：35件程度

◇選定保存技術保持者補助

選定保存技術保持者が行う伝承者の養成、技能･技術の錬磨等に対して補助を行う。

補助対象：選定保存技術保持者（補助率：定額）

補助件数：60件程度

◇ふるさと文化財の森構想

文化財建造物の保存のために必要な資材について、その重要性等の理解を深めるた

めの研修会等を支援する。

補助対象：民間団体（補助率：定額）

◇ふるさと文化財の森システム推進事業

檜皮、木材（ヒノキ､マツ等）等を資材別にふるさと文化財の森を設定し、所有者
ひ わ だ

の顕彰等を行うとともに、文化財修理用資材に対する意識向上を図るための情報発信、

体験学習等を通じた学校教育、生涯学習活動を支援する。

また、設定地において、保存修理に使用される資材の育成のために必要な管理業務

に対して補助を行う。

補助対象：民間団体、地方公共団体（補助率：原則50％）

補助件数：10件程度

（６）民俗文化財の伝承等 ５２６百万円（ ２５０百万円）

民俗文化財調査、重要有形民俗文化財の保存修理や防災施設の設置、重要無形

民俗文化財の伝承者養成や用具の修理･新調等に対して補助を行う。

◇民俗文化財調査

民俗文化財の分布や実態等の調査事業に対する補助

補助対象：地方公共団体等（補助率：原則50％）

補助件数：10件程度

-25-



◇民俗文化財保存修理

重要有形民俗文化財の修理に対する補助

補助対象：所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：25件程度

◇民俗文化財防災施設

重要有形民俗文化財の収蔵庫等への防災施設（自動火災報知設備等）の設置に

対する補助

補助対象：所有者、管理団体（補助率：原則50％）

補助件数：3件程度

◇民俗文化財伝承・活用等事業

重要無形民俗文化財の伝承者養成、用具の修理・新調等に対する補助

補助対象：保護団体、地方公共団体等（補助率：原則50％）

補助件数：70件程度

（７）国産良質材使用推進・供給地活性化事業 １０百万円（ １０百万円）

重要文化財の修理に当たっては、在来と同品種、同品質の資材を確保することが

必要不可欠であるが、漆等の修理用資材の国産品調達が極めて困難な状況になって

いる。このため、国産良質素材の供給確保に向け、建造物種別、規模及び修理周期

から今後必要となる修理用資材の長期的な需要予測を各地域別に算出する。
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Ⅲ 我が国の多彩な文化芸術の （前年度予算額 ２,４０５百万円）

発信と国際文化交流の推進 28年度要求額 ２,６０８百万円

我が国の多彩な文化芸術を戦略的に国内外へ発信するとともに、文化芸術各分野に

おける国際文化交流を推進することにより、国内の文化芸術水準の向上を図ると同時

に、クール･ジャパン発信力強化を図る。

また、文化遺産保護等の国際協力や外国人に対する日本語教育を推進する。

（前年度予算額 １,８２３百万円）

１．日本文化の発信・交流の推進 28年度要求額 １,８４６百万円

○事業の概要

芸術文化の世界への発信と新たな展開のため国際フェスティバルへの参加・出展

などの取組に対して支援するとともに､｢文化芸術創造都市｣の活動支援･発信力強化

を推進するための取組を進める。

また、文化遺産オンライン構想、世界遺産普及活用、｢東アジア文化都市｣を中心

とした東アジア各国との文化交流・人的交流を推進するなど、文化芸術の国内外へ

の発信を戦略的に行う。

○事業の内容

（１）芸術文化の世界への発信と ９６２百万円（ ９６２百万円）

新たな展開【文化プログラムの再掲】

（２）文化芸術交流の推進 ６６４百万円（ ６５８百万円）

日中韓３か国で選定した「東アジア文化都市」において、文化交流・人的交流事業

を実施するとともに、芸術家・文化人等を世界各国に「文化交流使」として派遣し、

日本文化紹介活動を展開すること等により、文化芸術交流の推進を図る。

①東アジア文化交流推進プロジェクト事業 １７０百万円（ １９２百万円）

日中韓３か国で選定した「東アジア文化都市」において、中韓との交流を推進す

るため、３か国間で文化芸術団体の派遣・招へいを行い、アジアの文化芸術イベン

ト等を実施する。

また、東アジア諸国との間で芸術家、文化人等の交流事業や日本が強みを有する

分野での文化協力事業を実施する。
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②アーティスト・イン・レジデンス活動 １４１百万円（ １１０百万円）

を通じた国際文化交流促進事業

アーティスト･イン･レジデンス（AIR）活動の機能を強化し、国内外のAIR団体等

の連携協力関係を強化していくことで、国内外のアーティスト等との双方向の国際

文化交流が継続的に行われる状況を創出する。

※前年度「文化芸術の海外発信拠点形成事業」

③国際文化ネットワークの構築及び文化多様性 ２７百万円（ ２８百万円）

の保護・促進への対応

日中韓やASEANとの文化大臣会合をはじめ、ユネスコ等の国際会議に出席する

ほか、ハイレベルの芸術家、文化財専門家、博物館、文化行政担当官を招へい

する。

④芸術家・文化人等による文化発信推進事業 ７０百万円（ ７１百万円）

－文化庁｢文化交流使｣の派遣等－

著名な芸術家、文化人等を世界各国に｢文化交流使｣として派遣し、日本文化紹介

活動を展開する。

⑤国際文化交流・協力推進事業 ２５６百万円（ ２５６百万円）

首脳間や政府間で設定される周年事業等において、国としての対応が必要となる

トップレベルの文化芸術発信事業や国際文化交流事業を実施する。

（３）文化芸術創造都市の推進 ２２百万円（ １５百万円）

「文化芸術創造都市」を促進するための全国的ネットワークの充実・強化及び文化

芸術活動の取組への支援メニューを設けることによって、文化芸術による地域の活

性化及び地域文化の国際発信を図る。

（「文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業」に創造都市事業を別途９億円計上）

（４）文化遺産オンライン構想の推進 １１４百万円（ １０３百万円）

我が国の文化財の情報を広く国内外に向けて発信するため、全国の博物館・美術

館に対して、画像掲載率の向上、資料のデジタル化等を行うための経費を支援する

とともに、登録等を推進するための広報活動を実施する。

（５）世界遺産普及活用･推薦のための ８５百万円（ ８５百万円）

事業推進

我が国の推薦案件を確実に世界遺産登録へつなげるとともに、登録後の保全と活

用を図るため、世界遺産委員会や専門家会合に出席し情報収集、審査傾向の分析等

を行う。
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（前年度予算額 ３７４百万円）

２．文化遺産保護等国際協力の推進 28年度要求額 ５５０百万円

○事業の概要

「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」及び「無形

文化遺産保護条約」に基づき、有形・無形の文化遺産に対する国際協力を推進する

ことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の国際的

地位の向上に資する。

○事業の内容

（１）文化遺産保護国際貢献事業 ２１０百万円（ １８３百万円）

緊急的な専門家の派遣・招へい、諸外国の文化遺産分野における人材育成への

協力事業、無形文化遺産保護に係る研修事業､国際会議の開催､文化遺産国際協力

コンソーシアムの運営等を実施する。

（２）文化財の海外交流・協力の推進 １９５百万円（ ５５百万円）

我が国の文化財を広く海外に紹介するとともに、文化財を通じた国際交流に

貢献するため、諸外国の文化関係機関と文化財の海外交流･協力推進に向けた調整
等を実施する。

◇文化財海外交流展
〈平成28年度の開催予定〉イタリア(ローマ)等

◇文化財不法輸出入等防止推進費

条約締約国の不法取引の実態や輸入規制方法等についての情報交換、調査研究等

（３）文化財保存修復研究国際センター １４５百万円（ １３６百万円）

との連携協力等

文化財保存修復研究国際センター( イクロム)の行う文化財の保存・修復ICCROM:
に関する研究事業等への協力、アジア太平洋地域の世界遺産等文化財保護に関する

国際協力、日・伊の文化遺産国際協力覚書に基づく文化財保護活動、アジア諸国の

文化財の保存修復等に係る技術協力、ユネスコ無形文化遺産の戦略的登録の推進等

を実施する。
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（前年度予算額 ２０８百万円）

３．外国人に対する日本語教育の推進 28年度要求額 ２１１百万円

○事業の概要

我が国に居住する外国人にとって、日本語が分からないことから生じる様々な問題

を解消し、円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるように日本語教育を

推進する。

○事業の内容

（１）｢生活者としての外国人」のための １５１百万円（ １５０百万円）

日本語教育事業

我が国に在留する外国人が日本語を用いて円滑に生活を送ることができるよう、

生活者としての外国人」を対象とした、地域における日本語教育を推進する。「

また、これまで日本語教育に関するノウハウがなく、指導する人材がいない等で日

本語教室を開設できていない自治体を対象として、アドバイザーの派遣等の支援を実

。施する

（２）条約難民及び第三国定住難民に対する ４３百万円（ ４２百万円）

日本語教育

条約難民及び第三国定住難民に対し、日本語教育を実施するとともに、第三国定住

難民の継続的な日本語学習を支援する通信による学習教材等を開発する。

（３）日本語教育に関する調査等 １７百万円（ １７百万円）

日本語教育実態調査、日本語教育研究協議会の開催、「ＮＥＷＳ」(日本語教育コ

ンテンツ共有化システム)の運用などにより、外国人に対する日本語教育を推進する。
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Ⅳ 文化発信を支える基盤の （前年度予算額 ３３,５９１百万円）

整備・充実 28年度要求額 ３９,８３３百万円

我が国の顔となる国立文化施設（美術館･博物館･劇場）の整備･充実等を通じて、文

化発信の国内基盤を強化するとともに､国民の鑑賞機会の充実を図る。

１．国立文化施設の機能強化 （前年度予算額 ２５,６９３百万円）

28年度要求額 ２７,２１６百万円【文化プログラムの一部再掲】

○事業の概要

国立文化施設における展覧・公演事業等の実施、収蔵品及び観覧・鑑賞環境の充実、

多言語化対応等を含め、ナショナルセンターに相応しい機能強化を図る。

○事業の内容

①国立美術館運営費交付金 ７,８６０百万円（ ７,４７１百万円）

美術品の収集・保管及び展示等を行うとともに、国立西洋美術館の世界遺産登録

に向けた取り組み、観覧環境における多言語化などの機能強化を推進する。

②日本芸術文化振興会運営費交付金 １０,４９３百万円（ ９,７８１百万円）

伝統芸能の保存・振興及び現代舞台芸術の振興・普及等を行うとともに、劇場情

報の多言語化、日本版アーツカウンシルの実施などの機能強化を推進する。

③国立文化財機構運営費交付金 ８,８６２百万円（ ８,４４１百万円）

有形文化財の収集、保管及び展示や文化財に関する調査及び研究を行うとともに、

観覧環境における多言語化などの機能強化を推進する。

（前年度予算額 ７,２０２百万円）

２．国立文化施設の整備 28年度要求額 １１,９０７百万円

○事業の概要

来館者等の快適な観覧環境や安心安全を維持するため､基幹施設（空調設備、舞台

設備等）の改修等を行う。

○事業の内容

①国立美術館施設整備費 ４,６０５百万円（ ３,５０５百万円）

◇国立新美術館土地購入費

◇東京国立近代美術館基幹施設整備
フィルムセンター電気設備改修工事等
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◇京都国立近代美術館基幹施設整備
京都国立近代美術館ハロン消火器設備更新工事等

◇国立西洋美術館基幹施設整備
建築設備改修工事等

◇国立国際美術館基幹施設整備
電話交換機設備の更新工事等

◇国立新美術館基幹施設整備
空調機の改修工事等

②日本芸術文化振興会施設整備費 ３,７０２百万円（ ７７６百万円）

◇国立劇場等大規模改修工事実施計画策定等
国立劇場等の大規模改修工事に向けた計画策定及び調査

◇国立文楽劇場基幹施設整備
舞台吊物機構の更新及び舞台照明設備の更新等

◇国立能楽堂基幹施設整備
字幕装置の更新及び音響設備の改修工事等

◇国立劇場おきなわ基幹施設整備
調光操作卓設備及び中央監視設備の更新等

◇新国立劇場基幹施設整備
映像モニター設備や舞台連絡設備等の整備

③国立文化財機構施設整備費 ３,６００百万円（ ２,９２１百万円）

◇奈良文化財研究所本庁舎建替工事（５年計画５年目）

◇東京国立博物館基幹施設整備
仮設収蔵庫整備及び柳瀬荘黄林閣屋根茅葺工事等

◇京都国立博物館基幹施設整備
収蔵庫改修及び本館免震改修に係る設計

◇奈良国立博物館基幹施設整備
建物外構の舗装等の構内環境整備

◇九州国立博物館基幹施設整備
展示室床、バリアフリー設備の改修等

◇東京文化財研究所基幹施設整備
防火扉等の防火設備及び老朽化施設の改修等
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（前年度予算額 ６９６百万円）

３．文化発信を支える基盤の整備・充実 28年度要求額 ７１１百万円

○事業の概要

文化発信の国内基盤強化及び国民の鑑賞機会充実を図る。

○事業の内容

（１）文化政策情報システムの運用等 １６６百万円（ １７５百万円）

①文化施策の企画立案 ２５百万円（ ３５百万円）

文化施策の企画・立案に必要な各種データや資料の収集、調査研究等を実施す

る。

②文化政策情報システムの運用等 １４１百万円（ １４１百万円）

ホームページの充実及び庁内情報通信ネットワークシステムの円滑な運営を

行うとともに、政府機関へのサイバー攻撃等の脅威に対応するためセキュリティ

対策を強化し文化行政の情報化と情報発信を行う。

（２）文化関係資料のアーカイブの構築に １１３百万円（ ８３百万円）

関する調査研究

①文化関係資料アーカイブ検討会 １８百万円（ １８百万円）

関係機関や有識者で構成される会議やシンポジウムの開催等を通じ、各分野の

特性に応じた保存全般にわたる事項について検討するとともに、普及啓発を図る。

②アーカイブの構築に向けた実践的調査研究 ３６百万円（ ３６百万円）

３分野（①テレビ、ラジオ番組の脚本・台本、②写真フィルム、③音楽関係資

料）ごとに、関係機関の連携体制を構築・検討し、目録の作成・公開を行うとと

もに、目録・資料のデジタル化を試行的に実施する。

③アーカイブ中核拠点形成モデル事業 ６０百万円（ ３０百万円）

デザインの各分野（グラフィック、ファッション、プロダクト）における中核

拠点の形成を支援することにより、当該分野のネットワーク化を推進し、分野全

体のアーカイブの構築・運営や共同利用の促進等を図る。

（３）近現代建築資料等の収集・保存 １０１百万円（ ９７百万円）

我が国の近現代建築に関する図面等の劣化、海外流出や散逸を防ぐため、国立近

現代建築資料館を拠点としてアーカイブの構築等を図り、次世代に継承する。
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（４）著作権の保護 ２４２百万円（ ２４６百万円）

情報化の進展に対応した著作権法制の検討のための調査研究、著作権に関する

普及啓発を図るための各種講習会の開催及び教材提供、国際的な課題対応のため

の各国との協議、海賊版対策等を行う。

（５）国語施策の充実 ５２百万円（ ５８百万円）

国語に関する実態調査、国語問題研究協議会の開催、アイヌ語や東日本大震災の

被災地域における方言など危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業、

国語施策情報システムの更新事業を実施し、国語施策の充実を図る。

（６）宗務行政の推進 ３６百万円（ ３６百万円）

宗教法人法に基づく認証等の事務処理、不活動宗教法人の整理促進対策及び

宗教法人等に対する研修会並びに宗教事情に係る調査及び資料収集を実施し、

宗務行政の適正な推進を図る。
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東日本大震災復興特別会計

（前年度予算額 ２,８５２百万円）

東日本大震災からの復旧･復興対策 28年度要求額 １,４６２百万円

（１）被災文化財の復旧推進 １,１５９ 万円（ ２,５４４百万円）百

被災した国指定等文化財について、早急に保存・修復の措置を講ずる。

①建造物 ９０百万円（ ３２９百万円）

②記念物 ９２９百万円（ ２,０４０百万円）

③伝統的建造物群 １４０百万円（ １７５百万円）

（２）被災ミュージアム再興事業 百万円（ 百万円）３０３ ３０８

被災した博物館資料の修理、修理した資料の整理･データベース化、応急措置

した資料の収蔵場所確保等を支援する。
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